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Abstract: This paper discusses the characteristics of townscape of historical area of Arimatsu, Nagoya by 
analyzing data of the vertical measurements of buildings along the street. In conclusion, the average height 
of the building along south side of the street is higher than that along north side. Regarding the traditional 
townhouses which are important for historical townscape, height of the ridge is average about 7,200mm, 
height of the edge of upper eave is between 4,200 to 4,300mm and height of the edge of lower eave is between 
2,250 to 2,300mm. 
 
 
１．はじめに 

名古屋市は同市緑区有松町に遺る旧東海道有松宿

の町並みの国の重要伝統的建造物群保存地区の選定

を目指し、平成 24 年度からその町並みを構成する

伝統的な建造物各棟の実測を含んだ調査及び町並み

の景観に関する調査を実施している。本稿は名古屋

市による調査の一部として、平成 25 年度に名古屋

市から愛知工業大学に委託された調査「有松地区に

おける町並み保存対策調査（町並み景観調査その２）

（研究担当者野々垣篤）」の成果である。 
具体的に名古屋市から委託された内容は以下の３

つである。 
①東海道沿いの建物の高さの現況把握 
②東海道沿いの連続立面図の作成１ 
③東海道沿いの景観特性の考察 
本稿では２．にて上記①で把握した高さデータを

提示し、そのデータに基づき、③の景観特性を３．

で考察する。 
 

２．街道沿いの建物の高さの現況把握 

 街道沿いの建物高さの調査は 2012年 11月～2013
年 1 月の間に４回（本調査として 3 回、補足調査と

して１回）実施し、東はまつのね橋、西は祇園寺に

かけての旧東海道沿い南北に並ぶ構造物の高さを測

った。なお、この調査および高さデータの整理およ

び町並み連続立面図の作成には野々垣研究室ゼミ学

生２名（大野道基および大塚孝治、共に 2012 年度

建築学科卒業生）の補助を得た。 

２．１ 調査手法 

 一定の高さで三脚に固定したレーザー測定器

Leica DISTOTMD8 を使用し、建物および通りの各

部分の相対的な高さ、水平距離および角度を測定・

記録するとともに、必要に応じてコンベックス等に

より絶対寸法もあわせて記録した。それらの数値か

ら三角関数等による計算式を経て、実際の高さを算

出する方法を採用した。この手法では調査員の目視

でレーザー光の照射位置を確認するため、相応の誤

差が見込まれるが、個人敷地や建物内部に踏み入れ

ずともほぼ正確な高さを外部から測ることができる

点は、町並み景観を把握する手法としては有用であ

るといえよう。 
以上の方法で測った高さデータを表１、表２にて

示すが、町並み景観上の影響の大きい屋根の水平線

位置に着目し、たとえば町屋タイプの建物について

は図１のように①棟高、②大屋根の軒先高さ、③下

屋庇の上端高さ、④下屋庇の軒先高さという４つの

部位の高さを重視する。前面道路と建物との高さ関

係を把握するために、建物両端位置における道路面

の高さ⑤および⑥も測定したが、本稿では割愛した。 

✝愛知工業大学工学部建築学科（豊田市） 図 1 高さの測定位置（伝統的町屋タイプを例に） 
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表 1 有松 旧東海道沿い建物高さ（北側 48 棟） 
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表２ 有松 旧東海道沿い建物高さ（南側 53 棟） 
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２．２ 建物高さのデータ 

 表１および表 2 はそれぞれ北側及び南側の建物の

各部高さをまとめた表である。連続立面図作成のた

めに塀や車庫その他の構造物の高さも計測したが、

表１，表 2 からは割愛した。建物番号は北側、南側

とも西から東に本調査のために新たに設定したもの

であり、図２および図３の連続立面図においてその

番号と対象建物との関係を示す。本稿では、文化財

指定されているものを含む公共性の高い建物をのぞ

き、原則建物番号を使って分析する。 
２．１で示した方法で実測された相対的な数値か

ら三角関数等により計算で求めた数値（mm）を基

本とする。なお、小数点以下は四捨五入した。 
 

３．東海道沿いの景観特性に関する考察―高さデー

タに基づく分析― 

３．１ 建物の最高高さ２ 

東海道沿い北側の町並みを構成する建物の最高高

さの分布を図４で示す。横軸は建物番号で、縦軸は

高さ（mm）である。最高高さは 11,425mm で、平

均高さが 7,608mm となった。建物番号 20 と 21 の

間が有松線により東西に分けられる位置である。建

物番号６～８および有松線との交差点の両側にあた

る建物番号 19～22 が 10m 前後～11ｍに達する建物

が集まる。また建物番号 33 山車会館も同様な高さ

である。 
ここで名古屋市が都市計画で定める 12m の高さ

制限の区域（「有松駅南地区計画」の区域で、北側で

は建物番号 17～24 の範囲）と区域以外（31m の高

さ制限）に着目して分析する。12m 制限区域内の最

高高さの平均は 8,450mm である一方、その区域の

西側（建物番号１～16）は平均が 7,606mm、区域
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図４ 北側 建物最高高さ  

図５ 南側 建物最高高さ  
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の東側（建物番号 25～48）は平均が 7,240mm とな

っている。つまり 12m 制限の地区の方が、制限区域

外の平均高さより 1m ほども高くなっているのは興

味深く、さらに制限区域外の平均高さ 7,200～

7,600mm という値は、後述するように、伝統的町屋

の平均高さとほぼ同じなのである。この点から考え

られるのは、12m という制限をかけたことが逆に高

さ目標を明確に示してしまった可能性がある点であ

る。一方、その制限区域外が 31m の高さ制限と極め

て緩いのにもかかわらず、結果的には新築において

も伝統的な規模を維持されたのは、有松地区の土地

開発が有松駅と国道一号線を結んだ有松線という南

北軸に沿って行われ、旧東海道沿いには目が向けら

れなかったこともあろうが、通り北側が川側である

点、また、周辺と異なる高さのものは建てにくいよ

うな住民意識があった可能性も考えられよう。  
次に、東海道沿い南側の町並みを構成する建物の

最高高さの分布を図５で示す。平均高さが 8,001mm
となった。建物番号は西からであるが、建物番号 23
と 24 の間が有松線により東西に分けられる位置で

ある。最高高さは建物番号 38 の 18,226mm であり、

平均高さを北側より高めているが、それを省くと平

均が 7,824mm になり、グラフも建物番号 47 以外は

ほぼ 10m 以下に収まる。 
次に、北側と同様に、名古屋市が都市計画で定め

る 12m の高さ制限の区域（「有松駅南地区計画」の

区域で、南側では建物番号 21～30 の範囲）と区域

以外（31m の高さ制限）に着目して分析する。12m
制限区域内の最高高さの平均は 8,416mm である一

方、その区域の西側（建物番号 1～20）は平均が

7,125mm、区域の東側（建物番号 31～53）は平均

が 8,616mm となっている。ただし、この東側の平

均も、突出した建物番号 38 を省くと、8,232mm と

なる。南側に関していえば、区域外の西側の平均が

非常に低いことがわかる。西側は建物数 20 のうち

12 が伝統的町屋であり、それがデータとして表れて

いるといえよう。12m の制限区域内は北側とほとん

ど同じ値を示し、やはり 12m という一つの目標を

「与えてしまった」可能性が考えられる。区域外の

東側の平均値が、建物番号 38 を省いても、北に較

べて 1m ほど平均高さが高い。10m ほどの高さのあ

る絞会館や銀行の建物、郵便局などの公共性の高い

建物が建つこと、また建物番号 38 の建物が建って

いたこと、そして川側である北側とは異なり、山側

で背後により高い存在があることがその高さに対す

る住民意識を緩ませた可能性も考えられる。 
 

３．２ 伝統的建物の高さについて 

 町並み景観上の影響に着目し、伝統的な建物（伝

統的町屋や土蔵など。表１，２で背景をグレーで表

現した）のａ）棟の高さ、ｂ）大屋根の軒先高さ、

およびｃ）下屋庇の軒先高さについて分析する。 
 
 ａ）棟の高さ 

 北側の伝統的建物の棟の高さの分布を図６に示す。

平均高さが 7,253mm となる。最も高いのは建物番

号 22 で 10,278mm に及び、建物番号 33 および建物

番号 2 が続く。これらは本二階の建ちの高い有松の

町屋である。南側の伝統的建物の棟の高さの分布を

図７に示す。平均高さが 7,180mm である。最も高

図６ 北側 伝統的町屋 棟高  
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いのは建物番号 10 の岡家住宅であるが、それでも

9m を超えた程度である。このあたりがつし二階の

最高高さの目安といえよう。ただし平屋の建物番号

8 および建物番号 37 の平屋部分を除くと、平均高さ

は 7,547mm となり、北側の平均よりかなり高い。

つまり、南側の方が大きい（もしくは奥行きの深い）

町屋が多く残っていると判断できよう。 
 

ｂ）大屋根の軒先高さ 

町並み景観的にはａ）の棟の高さよりも、大屋根

および下屋の庇が作り出す陰影が重要である。ここ

では先ず大屋根の軒先の高さについて分析する。 
 北側の伝統的建物の大屋根の軒先高さの分布を図

８に示す。平均高さは 4,285mm である。一方、南

側の伝統的町屋の大屋根の軒先高さの分布を図９に

示す。平均は 4,083mm であるが、ただし平屋の建

物番号 8 および建物番号 37 の平屋部分を除くと平

均は 4,204mm となり、北側の平均値に極めて近い

値になる。4,200～4,300mm の範囲が大屋根の軒先

高さの目安となり、またこの値は今後新築される建

物のデザインにおいても配慮すべき寸法といえよう。 

 

ｃ）下屋庇の軒先高さ 

町並み景観的には下屋庇のつくり出す陰影も重要

で、また通り沿いを散策する人にとって下屋庇は最

も視点に近く意識される存在であり、ここではそれ

らの高さについて報告する。 
 北側の伝統的町屋の下屋庇軒先高さの分布を図

10 に示す。平均高さは 2,312mm である。建物番号

22 のみ 3,268mm と極端に高いのを除けば、ほぼ一

線といってもよいような状態であり、建物番号 22
を除いた平均高さは 2,252mm である。 

一方、南側の伝統的町屋の下屋庇軒先高さの分布

を図 11 に示す。平均高さは 2,278mm である。極端

に高いものや低いものもなく、最高で 2,501mm、最

低でも 2,095mm である。極端に高いものを除いた

北側と南側の下屋庇の軒先高であまり違いが無く、

2,250～2,300mm が一つの目安といえよう。 
 
４．まとめ 

本稿では名古屋市有松の町並みを構成する通り沿

いの建物の高さを把握し、その景観特性を検討した

が、全体的には通りの北側より南側の方が建物の高

さが高いことが明らかになった。また町並み景観に

とって重要と考えられる伝統的町屋は、棟高が約

7,200mm、大屋根の軒先高さが 4,200～4,300mm、

下屋庇の軒先高さは 2,250～2,300mmが一つの目安

であることが明らかになった。 
 
 

図 11 南側 伝統的町屋 下屋庇軒先高さ  
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図 10 北側 伝統的町屋 下屋庇軒先高さ  

図８ 北側 伝統的町屋 大屋根軒先高さ  

図９ 南側 伝統的町屋 大屋根軒先高さ  
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註 

１：東海道沿いの連続立面図は名古屋市経由で京都

嵯峨芸術大学藤木庸介研究室により提供された

2009 年作成とされる連続立面図の CAD データをベ

ースとしながら、本研究における調査で新に得られ

た高さデータに基づいて完全修正して作成した。

CAD は Vectorworks を利用した。 

２：ここで扱う高さの数値は建物そのものの高さで

あり、土地の高低は無考慮である。 
 

（受理 平成 27 年 3 月 19 日） 
 

 

 

183




